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夏休みを迎えるにあたって～子供たちのインターネット利用を考える～ 

校長  栗原 元一  

 おかげさまで無事に１学期終業式を迎えることができました。保護者の皆様はじめ、学校

だよりをお読みの皆様には、たいへんお世話になり、誠にありがとうございました。 

 さて、今回は夏休みを迎えるにあたり、また、今後も子供たちがインターネットトラブル

等に巻き込まれないよう、「えのき増刊号」として皆様に情報提供をしたいと考えました。

少々辛口な部分がございますが、重要なことですので、ご容赦ください。 

 今年（令和２年）４月に内閣府が公表した「令和元年度 青少年のインターネット利用環

境実態調査 調査結果（概要）」の一部を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、子供たちのインターネット利用について、次の３点から考えてみます。 

１ ゲーム機や音楽プレーヤーでもインターネットは利用できます。 

 「うちの子には、ケータイやスマホを持たせていないから、インターネットは利用してい

ない。」と、お考えの方はおりませんか。上述の調査で、「ゲーム機によるインターネット利

用」が４０．８％となっています。多くのゲーム機や音楽プレーヤーは通信機能を備えてい

ます。ご家庭以外でも、コンビニエンスストアやハンバーガーショップ、駅などに行って無

料wi-fiに接続すれば、お子様のゲーム機等がすぐにインターネット端末になります。 

２ 動画やコミュニティサイトの多くは、小学生の利用を推奨していません。 

 代表的な動画共有サイト及びコミュニティサイトの利用規約の一部を記します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 

あすを生きる 

豊かさ学ぶ 

あさひの子 

学ぶ子 

健康な子 

吉川市立旭小学校 

・小学生の８６．３％がインターネットを利用している。 

・そのうち、３７．６％がスマートフォン、３３．８％がタブレット、４０．８％が
ゲーム機でインターネットを利用している。 

・インターネットの主な利用目的は、ゲーム（８１．７％）、動画視聴（７２．０％）、

コミュニケーション（４１．８％）等である。 

・小学生のインターネット利用者のうち、約５人に一人が「（利用に際して）保護者
との間で特にルールは決めていない」と認識している。 

【ＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）】 

本サービスを利用するには、13 歳以上である必要があります。お住まいの国や地域で未成年と見なされる
ユーザーの親または保護者である方は、お子様が本サービスを利用することを許可することにより、本契
約の規定の対象となり、本サービスでのお子様の行為について責任を負うことになります。 
【Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）】 

いかなる場合においても、本サービスを利用するためには少なくとも１３歳以上でなければならないものとします。 
【ＬＩＮＥ（ライン）】 
お客様が未成年である場合は、親権者等の法定代理人の同意を得たうえで本サービスを利用してください。 



 この他、フェイスブック、インスタグラム、ティクトックの規約においても、同趣旨の記

述がみられます。サービスを提供する側が、「小学生は利用しないでください。」あるいは、

「保護者の同意が必要」と明言しています。ですから、小学生がこうしたサイトを利用する

場合、利用者本人はもとより、保護者にも「責任が求められる」ことになります。 

３ 各ご家庭でルールづくり・ルールの見直しをお願いします。 

 WHO（世界保健機関）では新たな病気として、ゲームに熱中し利用時間などを自分でコ

ントロールできなくなり、日常生活に支障が出る「ゲーム障害」を２０１９年５月に国際疾

病分類に加えました。 

 この夏休みを機会に、ぜひご家庭でインターネット利用のルールづくり、あるいはルール

の見直しをお願いいたします。６月３日に配付いたしました「旭小学校ネット使用指導方針

及び協力の依頼（保護者向け）」と「旭小学校インターネット使用のきまり（児童向け）」を

あらためて配付いたします。（「楽しく有意義な夏休みに（保護者用）」「夏休みの過ごし方（児

童用）」の裏面に掲載）ルールづくり、ルール見直しの参考資料とされてください。 

 児童の皆さんが無事に８月１７日（月）を迎えられるよう、改めましてよろしくお願いい

たします。保護者の皆様、地域の皆様も十分にお身体に気を付けてお過ごしください。 

 

＜８月の行事予定＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜遠足等の日程等について＞ 
 １～４学年の低中合同遠足（茨城自然博物館）と、５学年の林間学校に代わる遠足（筑波

山ハイキング）を２学期に予定しております。その他社会科見学等につきましても２学期に

なりましたら、お知らせいたします。また、６年生修学旅行説明会を９月１８日（金）午後

に予定しております。なお、今後の新型コロナウィルス感染症の拡大状況によっては、延期

または中止となることもございます。予めご了承ください。 

吉川市教育大綱 

家族を 郷土を 愛し 志を立て 凛として生きていく 

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定

1 土 夏季休業日（７/２２～８/１６） 16 日

2 日 17 月
２学期始業式　短縮３時間　引き渡し訓練
臨時バス運転開始（８/１７～８/２６）

3 月 18 火 短縮３時間　身体測定

4 火 19 水 短縮３時間

5 水 閉庁日 20 木 給食開始

6 木 閉庁日 21 金 心電図検診　わくわくタイム

7 金 閉庁日 22 土

8 土 23 日

9 日 24 月 全校読書　歯科健診

10 月 山の日 25 火 委員会活動

11 火 閉庁日 26 水

12 水 閉庁日 27 木

13 木 閉庁日 28 金 わくわくタイム

14 金 閉庁日 29 土

15 土 30 日

31 月 全校読書


